
 

第 ３１ 号  令和６年６月２１日受理   総合企画企業常任委員会付託 

 

件  名  女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書の  

日本政府への提出について 

 

要  旨 

女性差別撤廃条約は、１９７９年に国連で採択され、女性があらゆる分野で   

いかなる形態の差別も受けない権利と平等の権利を保障している。法律や制度、  

規則の中にある差別はもちろん、社会の慣習や慣行における性差別をもなくして  

事実上の平等実現を求める内容で、現在締約国は１８９カ国、日本は１９８５年に

批准している。 
選択議定書は、この条約の実効性を強化するために１９９９年、あらためて採択

されたもので、「個人通報制度」と「調査制度」の２つの手続きを規定している。

「個人通報制度」によって、条約で保障された権利を侵害された個人が、国内の  

救済手続きを尽くしても救済されない場合に国連女性差別撤廃委員会に申し立てが

できるようになった。現在１１５カ国が批准しているが、日本はまだ批准して   

おらず、日本の女性の権利、ジェンダー平等を国際基準に引き上げるためにも、  

選択議定書の早期批准は急務である。 
男女平等度を示す「ジェンダーギャップ指数」で日本は２０２４年６月の    

発表では１４６カ国中１１８位にとどまっている。選択議定書の批准は、個人に  

救済の道を開くにとどまらず、司法、立法、行政の場で女性差別撤廃条約を    

生かして具体的に差別撤廃をすすめる力になる。 
日本は国連の女性差別撤廃委員会から、選択議定書批准をくりかえし勧告されて

いる。第５次男女共同参画基本計画では、「諸課題の整理を含め、早期締結に    

ついて真剣な検討を進める」としている。２０２４年１０月には、女性差別撤廃  

委員会による日本の条約実施状況の検討がおこなわれる予定で、再び同じ勧告を  

受けることのないよう、国会で審議し、政府は批准に向けた準備に入るべきである。

日本政府に選択議定書批准を求める意見書をあげた地方議会は、１０府県議会を  

含め２３４にのぼる。 
 
以上の趣旨から、この動きをさらに広げるために、千葉県議会において、国会  

および政府に「女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書」を

提出願いたい。 
 

 




